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開催場所  職員厚生室 

出 席 者 

○教育長・委員 

下野戸陽子 教育長 

岡崎吉宏 教育長職務代理者 

落合崇志 委員 

今井邦枝 委員 

高橋公男 委員 

○教育長・委員以外の出席者 

  笠原栄作 教育委員会事務局長 

  武政和也 参事 

新井照美 教育総務課長 

岡芹純一 学校教育課長 

原道広 生涯学習課長 

折茂勝彦 文化財保護課長 

塩原利春 スポーツ推進課長 
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次 第 

令和５年第７回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

             令和５年７月２７日（木） 

                  午前１１時開議 職員厚生室 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

（１）旧勤労会館の用途変更について（議案第５９号） 

（２）令和６年度から使用する本庄市立小学校用教科用図書の採択に

ついて（議案第６０号） 

５．教育長の報告 

６．その他 



 

７．閉 会 

配付資料 

・「令和５年第７回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「令和５年第７回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「資料 令和６年度使用小学校用教科用図書 主な採択理由」 

・「教育長の報告 行動記録」 

・「令和５年度 本庄市の教育」 

主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過  

教 育 長 ただいまから、令和５年第７回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

それでは、議事日程に従いまして進めて参ります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配布させていただき、ご確認いただいております。特に異議等は、ござ

いませんでしたので、承認されております。 

教 育 長 それでは、署名をお願いします。 

続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。 

本日は、高橋委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。本日の付議事件は、お手元に配

付しましたとおり、議案２件でございます。 

それでは、議事に入ります。 

議案第５９号について、事務局から説明を求めます。 

新井教育総

務課長 

議案第５９号「旧勤労会館の用途変更について」ご説明申し上げます。 

 議案書１ページ、議案関係資料１ページをお願いします。 

 はじめに提案理由についてですが、本庄市教育支援センター「ふれあい教

室」の移転に伴い、旧勤労会館の使用用途について教育財産から普通財産に

変更をしたいため、この案を提出するものでございます。 

次に、提案内容についてです。旧勤労会館について、次のとおり用途を変

更する。 

所在は、本庄市小島南一丁目８番４、構造及び延床面積については、教室

部分等は鉄筋コンクリート造、４９１．５４㎡、渡り廊下部分は鉄骨造、１

２．０６㎡で、教育財産から普通財産に用途変更するものです。 

具体的には、旧勤労会館で実施してきたふれあい教室ですが、令和５年８

月１日から早稲田大学本庄高等学院のキャンパス内にある９０－３号館に

移転されることとなりました。 

この移転に伴い、教育委員会が教育財産として管理していた旧勤労会館を



普通財産に変更するものでございます。 

説明は以上でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑は、ございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第５９号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第５９号「旧勤労会館の用途変更について」

は、承認することに決定しました。 

次に、議案第６０号について、事務局から説明を求めます。 

岡芹学校教

育課長 

議案第６０号「令和６年度から使用する本庄市立小学校用教科用図書の採

択について」ご説明いたします。 

議案書の２ページをお願いいたします。併せまして、議案関係資料１ペー

ジ、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号をご覧くださ

い。 

はじめに、提案理由をご説明いたします。 

本議案は、第１６採択地区教科用図書採択協議会の選定結果を受け、令和

６年度から使用する本庄市立小学校用教科用図書を採択したいので、この案

を提出するものでございます。 

では、採択協議会での主な選定理由について、担当の指導主事よりご説明

させます。 

武藤学校教

育課長補佐 

それでは説明させていただきます。 

種目、発行会社、続いて、別添の資料に記載されております主な採択理由

の概要につきまして、順に申し上げて参ります。 

・国語 光村図書出版株式会社 

「見通し」から「振り返り」まで学習の流れが明確になっており、単

元ごとに「問いをもとう」のコーナーが新設されたため、児童の問いを

目標へつなぐことができ、自ら見通しを持って学習できる教科書となっ

ております。 

 

・書写 光村図書出版株式会社 

１年生では「書写スタートブック」、３年生では「毛筆スタートブック」

が設けられ、硬筆や毛筆の学習が始まる学年で、押さえるべき基礎・基

本がしっかりと身に付けられるよう工夫されている教科書となってお

ります。 

 

・社会 東京書籍株式会社 



「つかむ、調べる、まとめる、いかす」の学習段階をたどりながら、

社会科の問題解決的な学習をわかりやすく進められ、特に「まとめる」

の場面で、多様なまとめ方を例示し、学習内容をまとめる際の技能習得

への工夫がされております。 

 

・地図 株式会社帝国書院 

３年生からの活用に対応し、分かりやすい解説と、１６０万分の１の

「広く見わたす地図」が設けられており、３年生でも読み取りやすい要

素を精選した地図から、４年生以上向けの詳しい地図まで学年ごとに使

い分けができる工夫が施されております。 

 

・算数 東京書籍株式会社 

  練習問題がデジタルコンテンツ化され、正誤判定や結果の記録機能が

追加されているため、児童自身で答え合わせをすることができるので、

個別最適化された学びに対応しており、自学自習にも活用できるような

教科書となっております。 

また、補助発問や吹き出しが記載されており、問題解決をしやすい学

習展開になるよう工夫されております。 

 

・理科 東京書籍株式会社 

問題解決の過程を「学びのライン」で示し、実験前の予想や仮説と検

証方法を考えさせており、見通しを持ち、自ら見出した問題を解き明か

すように構成されております。 

 

・生活 東京書籍株式会社 

指導の流れが分かりやすく、指導者によっての差異がなく展開できる

構成になっております。安全面、衛生面の指導に必要な活動の注意点が

わかりやすく記載されております。 

 

・音楽 株式会社教育芸術社 

  教材毎に学習活動の具体的な手立てや共通事項に関する内容が示され

ております。 

また、鍵盤ハーモニカやリコーダーの写真が見開きで大きく示されて

いるため、基礎を学ぶことに適している教科書となっております。 

 

・図画工作 開隆堂出版株式会社 

すべてが見開きのページレイアウトになっており、巻末にある「学び

の資料」に、発想が膨らむ例示や、安全指導に役立つ図があるため、経



験の浅い教員や図工の指導に苦手意識を持っている教員にとっても、わ

かりやすく丁寧な内容となっています。 

 

・家庭科 開隆堂出版株式会社 

  見通しをもって課題解決型学習ができるよう工夫されており、調理実

習に関するページでは、見開き横流れの手順掲示や配色が見やすく、特

別支援的配慮もなされております。 

 

・保健  株式会社大修館書店 

  学習活動に適した見やすい資料が掲載され、学習内容によって様々な

解決方法からねらいに迫ることができるようにするなど、児童の学習活

動を活発にする工夫がなされております。 

 

・外国語  光村図書出版株式会社 

  各単元は、「ＨＯＰ・ＳＴＥＰ・ＪＵＭＰ」で構成され、それぞれの言

語活動について、ユニットの流れの中で無理なく活動に入れるようにな

っており、一人一人の伝えたいという意欲が高まるよう、単元のゴール

が設定されています。 

 

・道徳  日本文教出版株式会社 

   道徳ノートについて、発問の記載がなくなり、どんな授業展開にも対

応できるように改善され、使いやすくなっております。 

また、学期ごとの振り返りを書けるページが新設されており、家庭や

地域との連携につながるよう工夫されております。 

 

説明は以上でございます。 

この選定結果を踏まえまして、本市の教科用図書の採択について、ご審議

のほど、よろしくお願いいたします。 

教 育 長 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第６０号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし。 

教 育 長 異議がありませんので、議案第６０号「令和６年度から使用する本庄市立

小学校用教科用図書の採択について」は、承認することに決定しました。 

次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。「行動記録」をご覧くだ

さい。 

第６回定例会以降の行動記録について、別紙のとおり報告させていただき



ます。 

主だったところについて説明させていただきます。 

６月２６日、今年度、湯かっこで藤田小と仁手小が合同で水泳授業を行っ

ており、見学しました。両校は普段からの交流もあり、スムーズに学習を行

っていました。 

インストラクターと先生方による指導及び見届け等、充実した授業の様子

でした。子供たちは４つのレベルに分かれ、それぞれの課題に取り組んでい

ました。 

２８日には市内校長会が開催され、７、８月の学校経営と学校における働

き方改革の本庄市の現状と取組について指導しました。 

７月６日、給食センターにおいて本庄上里学校給食組合教育委員会第２回

定例会が開催されました。終了後、調理の様子を見学し、久しぶりに給食を

いただきました。 

７日、桶川市民ホールにて、都市教育長協議会第１回定例協議会が行われ

ました。県教委からの情報提供と情報交換を行いました。 

１２日、秩父地方庁舎で児玉地区教育長会議があり、情報交換を行いまし

た。続いて、北部地区教育長会議があり、県教委からの情報提供がありまし

た。 

１３日には、全国学校図書館協議会と読売新聞社の方々が本庄市に来ら

れ、学校図書館の充実に向けた意見交換を吉田市長を交えて行いました。 

その後、中央小学校を訪問し、学校での取組や図書館支援員の方の職務に

ついて紹介しました。 

１５日は、宮城県多賀城市にある県立東北歴史博物館を訪問しました。 

本市の盾持人物埴輪を含めた３体が特別展「古墳をつくる人びと」に出張

展示されています。マスコットキャラクター「はにぽん」も紹介されていま

した。 

１９日、第２回１６採択地区教科書採択協議会が上里町男女共同参画セン

ターにて行われました。 

２４日には、中学生まちづくり議会が開催されました。出席された委員の

皆様にも大変お世話になりました。 

以上です。 

次に、議事日程６の「その他」へ移ります。 

事務局から何かありますか。 

新井教育総

務課長 

教育総務課からは４件報告がございます。 

１件目ですが、「本庄市の教育」の発行についてでございます。 

「令和５年度本庄市の教育」は第６回定例会でご承認いただいた後、お手

元に配布のとおり、発行いたしました。 

教育委員の皆様には、発行に当たりご指導いただき、ありがとうございま



した。 

改めましてご一読いただければと思います。よろしくお願いします。 

２件目は、第８回定例会の日程でございます。 

次回定例会は、８月９日（水）午後２時３０分から委員室で開催します。 

市議会第３回定例会へ提案する補正予算等の議案審議を予定しておりま

す。市議会日程や翌週がお盆休み期間となることから、通常月より前倒しの

開催となりますが、よろしくお願いいたします。 

３件目は、第９回定例会の日程でございます。 

第９回定例会は、９月２２日（金）午後４時から委員室で開催したいと考

えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

４件目は、市ＰＴＡ連合会主催による教育懇談会でございます。 

本日、この後、市Ｐ連からお預かりした通知を配布させていただきますが、

８月２１日（月）午後６時から中央小学校で開催されます。 

教育委員の皆様にはご多用かと存知ますが、ご出席が可能でしたら、よろ

しくお願いします。 

教育総務課は以上でございます。 

原生涯学習

課長 

生涯学習課から、第２回本庄市県展入選作品展の開催結果についてご報告

をさせていただきます。 

資料はございませんが、第２回本庄市県展入選作品展を本庄市民文化会館

を会場として、７月１日（土）から７月９日（日）までの期間、開催いたし

ました。 

作品展では、第７１回記念埼玉県美術展覧会に入選・入賞した市内在住・

在勤・在学者の方々の作品や招待作品など、４３作品が展示されました。 

期間中、７３９名の方が入場され、アンケートでは、「力作に癒やされまし

た。」、「直接作家の方のトークを聞くことができました。」、「入選者の力強い

作品にふれ、大変感動しました。」などの意見を頂きました。 

今後も作品展を継続し、市民の芸術文化の向上と交流を図っていきたいと

考えています。 

生涯学習課からは以上です。 

教 育 長 他ございますか。 

それでは、今までの説明について、何か質問はございますか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、先ほど教育総務課長から説明がありましたが、８月及び９月定

例会の日程を改めて確認いたします。 

第８回定例会は、８月９日（水）、午後２時３０分から、第９回定例会につ

きましては、９月２２日（金）、時間は午後４時から、両日とも場所は市役所

委員室で開催いたします。 

皆さまご都合は宜しいでしょうか。 




